






















































4-２  長期優良住宅の認定制度
　住宅を長期にわたり使用することにより、住宅の解体や除却に伴う廃棄物の排出を抑制し、
環境への負荷を低減するとともに、建替えに係る費用の削減によって国民の住宅に対する負担を
軽減し、より豊かで、より優しい暮らしへの転換を図ることを目的として『長期優良住宅の普及の
促進に関する法律』が施行されており、その長期優良住宅の認定を受けた建物には、税の特例措置
や融資の支援があります。

■長期優良住宅とは
　『長期優良住宅』は、住宅をメンテナンスすることで世代を超えて住み継いでいけるようにつくり、
設備や内装を定期的に更新することで、その時代のライフスタイルに合わせた暮らし方ができる
ようにする住宅のことで『長寿命な住まい』のことです。

■長期優良住宅認定概要と特例措置

4-４  低炭素建築物新築等認定制度
　東日本大震災を契機とするエネルギー需給の変化や国民のエネルギー・地球温暖化に関する
意識が高まっており、低炭素・循環型社会の構築を図り、持続可能で活力ある国土・地域づくりを
推進することが重要な課題となっています。特に、多くの二酸化炭素が排出される「都市」において、
低炭素化を促進するための取組みが重要になってきました。都市機能の集約化、それと連携した
公共交通機関の利用促進、建築物の低炭素化の施策を講じることによりその普及を図ることを
目的に『都市の低炭素化の促進に関する法律（エコまち法）』が制定、施行されました。その
低炭素建築物の認定を受けた建築物には、税の優遇措置や融資支援があります。

■低炭素建築物とは
　エコまち法で定める低炭素建築物とは、建築物における生活や活動に伴って発生する二酸化
炭素を抑制するための低炭素化に資する措置が講じられており、市街化区域内等に建築される
建築物を指します。
　① 省エネルギー基準を超える省エネルギー性能を持つこと、かつ低炭素化に資する措置を

講じていること
　② 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし合わせて適切であること
　③ 資金計画が適切なものであること
　　※①の省エネルギー基準を超える省エネルギー性能とは、外皮（外壁や屋根等）の熱性能

及び一次エネルギー消費量の基準について一定以上の性能を有することをいいます。 
　　　上記①～③のすべてを満たす建築物について、所管行政庁（※1）に認定申請を行い、低炭素

建築物としての認定を受けることが可能です。

■低炭素建築物の認定のイメージと優遇措置

4-３  住宅性能表示制度
　『住宅の品質確保の促進等に関する法律は、住宅の品質確保の促進（住宅性能表示制度）、住
宅購入者等の利益の保護、住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決を目的にしています。
　この法律に基づく『住宅性能表示制度』は安心を図る物差しで、４つの必須項目について、
第三者機関の登録性能評価機関により、「住宅性能評価書」の交付を受ける制度で、優遇措置があり
ます。
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耐久性
耐震性
維持管理・更新の容易性
可変性
バリアフリー性能
省エネルギー性能
住戸面積
居住環境
維持保全

数世代にわたり住宅の構造体が使用できること
地震に強く、倒壊しにくい安心して暮らせる住まい
メンテナンスやリフォームがし易い住まい
間取りの変更が可能な措置
バリアフリー改修に対応できるよう廊下など必要なスペースが確保されている
必要な断熱性能等が確保されている
必要な居住面積と暮らし易い住まい
地域の街並みに調和するよう配慮した住まい
メンテナンス・改修などを記録する『住まいの履歴書』が受け継がれている

資料：住宅・長期優良住宅の普及の促進に関する頬率関連資料
　　　法律・税制･融資の概要　国土交通省　ＨＰより引用

※1　那覇市、浦添市、宜野湾市、沖縄市、うるま市とそれ以外の
　　 行政地域は沖縄県が所管行政庁

・税制優遇（所得税等）　・融資支援　　※優遇措置は期間限定となる場合がある
『住宅：長期優良住宅の普及の促進に関する法律関連情報』は下記ウェブサイトまで
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html

①構造の安定に関すること　　　　　　　②劣化の軽減に関すること　
③維持管理・更新への配慮に関すること　④温熱環境に関すること

　・万一のトラブル発生時には紛争処理機関を利用できる　・民間金融機関による性能表示住宅の住宅ローン優遇がある
　・住宅性能表示住宅は地震保険が優遇される　　　　　　※優遇措置は期間限定となる場合がある
　　　　　『住宅の品質確保の促進等に関する法律』は下記ウェブサイトまで　
　　　　　http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/hinkaku.html

・税制優遇（所得税等）　・融資支援　・容積率の不算入（低炭素化に資する設備に有する面積）
※優遇措置は期間限定となる場合がある
　　　　　『エコまち法に基づく低炭素建築物の認定制度の概要』は下記ウェブサイトまで　
　　　　　http://www.mlit.go.jp/common/000996590.pdf
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第五章 風土に根ざした住宅の提案
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附　録
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附
　録

1.　建物維持管理を考える

2.　沖縄県　住まいの総合相談窓口

風土に根ざした家づくり手引書　改訂版［平成27年6月］
【発　　行】
【製作協力】
【印　　刷】

沖縄県土木建築部住宅課
（公社）沖縄県建築士会　調査研究委員会
株式会社 ちとせ印刷

住まいの点検項目と点検時期の一覧

外
壁

屋
根

バ
ル
コ
ニ
ー

外
部建

具

設
備

内
部

給
排
水

浴
室

ガ
ス

電
気

そ
の
他

屋
外
部
分

点検部位
仕上材：塗装

ドレン

コンクリート部

鉄部

玄関建具・窓

雨戸・網戸

給水管

水洗器具

台所シンク、洗面設備

排水管トラップ

便所

タイル仕上げ

ユニットバス

ガス管

給湯器

換気設備

火災感知警報装置

配線、スイッチ、
コンセント類

窓枠、戸袋などの木部

木製建具、ふすま、障子

アルミ部

床下（木部）

土台及びその周囲

木製などの軒裏（軒裏天井）

コンクリート製の軒裏、
バルコニー下部

仕上材：タイルなど

陸屋根：露出防水

陸屋根：押えコンク
リート等防水層の保
護層がある場合

汚れ、チョーキング、エフロレッ
センス、浮き、ひび割れ、剥離、
爆裂

普段から目視で確認
劣化箇所は外壁補修時に修理

10年～15年位で全面補修を検討（使
用材料や劣化状況により相当幅有り）

20年～30年位で防水層と保護層の
全面補修を検討
外壁補修と同時実施も検討

20年～25年位で葦き替えを検討
外壁補修と同時実施も検討

10年～15年位で全面補修を検討
外壁補修と同時実施も検討

15年～20年位で全面補修を検討

10年～15年位で全面補修を検討

15年～20年位で全面補修を検討

15年～20年位で全面補修を検討

15年位で取替えを検討

15年～30年位で全面補修を検討

15年～20年位で補修を検討

20年～30年位で取替えを検討

20年～30年位で全面補修を検討

20年～30年位で全面補修を検討

20年～30年位で取替えを検討

排気性能の低下などに応じて取替え

電気容量を上げるときは取替え
15年～20年位で全面補修を検討

20年～30年位で取替えを検討
網戸の網の張替えは随時
建具取替えの際に必要に応じて取替え
を検討

必要に応じて取替えを検討

補修不可のとき取替え

給水管の取替え時

補修不可のとき取替え

状況に応じて部品の取替えを検討

タイル貼りの場合は、便器や水洗タン
クの交換の他に防水層の取替えとタイ
ルの張替えが必要
15～20年位で取替えを検討

防水工事や瓦の葦き替え時に取替え

５～７年毎にトップコートの塗り替え、
12年～15年位で防水層の補修を検討
足場を組む必要があるときは、外壁補
修と同時に実施することを検討

台風一過後や強風時の翌日に目視
点検

台風一過後に目視点検（屋根勾
配、葦き材によっては、専門家に
よる点検の方が望ましい。）

台風一過後に目視点検（トップ
コートや防水層を傷つけないよう
やわらかい靴底の靴を履くこと。）

台風一過後に目視点検

台風一過後に点検

５～10年位で防蟻処理を実施

台風一過後に点検

台風一過後に目視点検

３～５年毎に塗替え

４～５年毎に目視点検
５～10年位で防蟻処理を実施
台風一過後に目視点検
（建付調整は随時）
台風一過後に目視点検
（建付調整は随時）
台風一過後に目視点検
（建付調整は随時）

建付調整は随時

水漏れ、詰り、悪臭は直ちに補修

日常の使用時に点検
水漏れ、詰り、悪臭は直ちに補修

日常の使用時に点検
水漏れ、詰り、悪臭は直ちに補修

日常の使用時に点検

日常の使用時に点検

日常の使用時に点検

１年毎に作動確認

日常の使用時に点検

日常の使用時に点検
ガス漏れは直ちに補修
日常の使用時に点検
ガス漏れは直ちに補修

水漏れは直ちに補修

日常の使用時に点検
３～５年でパッキング交換

随時

汚れ、チョーキング、エフロレッ
センス、ひび割れ、剥離、爆裂、
漏水跡

腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ

腐朽、蟻害、床の沈み

トップコートの劣化、防水層の割
れ、膨らみ、亀裂、水溜り

保護層のひび割れ、破損、水溜り

瓦などの破損、欠落、めくれ、ガ
タつき

落ち葉、砂、ごみなどの詰り

ひび割れ、破損、白蟻の侵入

ひび割れ、破損、床面の水溜り

さび、腐食、破損、手摺のぐらつ
き
さび、腐食、破損、手摺のぐらつ
き

さび、腐朽、建付不良、雨漏り

さび、雨漏り、コーキング不良

すき間、開閉不良、腐食、付属金
物異常、雨漏り

すき間、開閉不良、金物異常

水漏れ、赤水

水漏れ、パッキングの異常

水漏れ、詰り、悪臭

水漏れ、割れ、詰り、悪臭

タイルなどの割れ、剥がれ

ガス漏れ、ゴム管の劣化

水漏れ、ガス漏れ、器具の異常

作動不良、破損

作動不良

作動不良

ジョイント部の割れ、シーリング
の劣化

便器・水栓タンク、床タイルのひ
び割れ・剥がれの水漏れ

瓦・アスファルトシ
ングル・化粧スト
レート板などの屋根
仕上材及び下地に防
水層がある場合

（アスファルト防水、
シート防水）

主な点検項目 点検時期などの目安 補修・取替えの目安

資料：鉄筋コンクリート住宅の維持管理マニュアル  沖縄振興開発金融公庫  より引用
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附
　録

1.　建物維持管理を考える

2.　沖縄県　住まいの総合相談窓口

風土に根ざした家づくり手引書　改訂版［平成27年6月］
【発　　行】
【製作協力】
【印　　刷】

沖縄県土木建築部住宅課
（公社）沖縄県建築士会　調査研究委員会
株式会社 ちとせ印刷

住まいの点検項目と点検時期の一覧

外
壁

屋
根

バ
ル
コ
ニ
ー

外
部建

具

設
備

内
部

給
排
水

浴
室

ガ
ス

電
気

そ
の
他

屋
外
部
分

点検部位
仕上材：塗装

ドレン

コンクリート部

鉄部

玄関建具・窓

雨戸・網戸

給水管

水洗器具

台所シンク、洗面設備

排水管トラップ

便所

タイル仕上げ

ユニットバス

ガス管

給湯器

換気設備

火災感知警報装置

配線、スイッチ、
コンセント類

窓枠、戸袋などの木部

木製建具、ふすま、障子

アルミ部

床下（木部）

土台及びその周囲

木製などの軒裏（軒裏天井）

コンクリート製の軒裏、
バルコニー下部

仕上材：タイルなど

陸屋根：露出防水

陸屋根：押えコンク
リート等防水層の保
護層がある場合

汚れ、チョーキング、エフロレッ
センス、浮き、ひび割れ、剥離、
爆裂

普段から目視で確認
劣化箇所は外壁補修時に修理

10年～15年位で全面補修を検討（使
用材料や劣化状況により相当幅有り）

20年～30年位で防水層と保護層の
全面補修を検討
外壁補修と同時実施も検討

20年～25年位で葦き替えを検討
外壁補修と同時実施も検討

10年～15年位で全面補修を検討
外壁補修と同時実施も検討

15年～20年位で全面補修を検討

10年～15年位で全面補修を検討

15年～20年位で全面補修を検討

15年～20年位で全面補修を検討

15年位で取替えを検討

15年～30年位で全面補修を検討

15年～20年位で補修を検討

20年～30年位で取替えを検討

20年～30年位で全面補修を検討

20年～30年位で全面補修を検討

20年～30年位で取替えを検討

排気性能の低下などに応じて取替え

電気容量を上げるときは取替え
15年～20年位で全面補修を検討

20年～30年位で取替えを検討
網戸の網の張替えは随時
建具取替えの際に必要に応じて取替え
を検討

必要に応じて取替えを検討

補修不可のとき取替え

給水管の取替え時

補修不可のとき取替え

状況に応じて部品の取替えを検討

タイル貼りの場合は、便器や水洗タン
クの交換の他に防水層の取替えとタイ
ルの張替えが必要
15～20年位で取替えを検討

防水工事や瓦の葦き替え時に取替え

５～７年毎にトップコートの塗り替え、
12年～15年位で防水層の補修を検討
足場を組む必要があるときは、外壁補
修と同時に実施することを検討

台風一過後や強風時の翌日に目視
点検

台風一過後に目視点検（屋根勾
配、葦き材によっては、専門家に
よる点検の方が望ましい。）

台風一過後に目視点検（トップ
コートや防水層を傷つけないよう
やわらかい靴底の靴を履くこと。）

台風一過後に目視点検

台風一過後に点検

５～10年位で防蟻処理を実施

台風一過後に点検

台風一過後に目視点検

３～５年毎に塗替え

４～５年毎に目視点検
５～10年位で防蟻処理を実施
台風一過後に目視点検
（建付調整は随時）
台風一過後に目視点検
（建付調整は随時）
台風一過後に目視点検
（建付調整は随時）

建付調整は随時

水漏れ、詰り、悪臭は直ちに補修

日常の使用時に点検
水漏れ、詰り、悪臭は直ちに補修

日常の使用時に点検
水漏れ、詰り、悪臭は直ちに補修

日常の使用時に点検

日常の使用時に点検

日常の使用時に点検

１年毎に作動確認

日常の使用時に点検

日常の使用時に点検
ガス漏れは直ちに補修
日常の使用時に点検
ガス漏れは直ちに補修

水漏れは直ちに補修

日常の使用時に点検
３～５年でパッキング交換

随時

汚れ、チョーキング、エフロレッ
センス、ひび割れ、剥離、爆裂、
漏水跡

腐朽、雨漏り、はがれ、たわみ

腐朽、蟻害、床の沈み

トップコートの劣化、防水層の割
れ、膨らみ、亀裂、水溜り

保護層のひび割れ、破損、水溜り

瓦などの破損、欠落、めくれ、ガ
タつき

落ち葉、砂、ごみなどの詰り

ひび割れ、破損、白蟻の侵入

ひび割れ、破損、床面の水溜り

さび、腐食、破損、手摺のぐらつ
き
さび、腐食、破損、手摺のぐらつ
き

さび、腐朽、建付不良、雨漏り

さび、雨漏り、コーキング不良

すき間、開閉不良、腐食、付属金
物異常、雨漏り

すき間、開閉不良、金物異常

水漏れ、赤水

水漏れ、パッキングの異常

水漏れ、詰り、悪臭

水漏れ、割れ、詰り、悪臭

タイルなどの割れ、剥がれ

ガス漏れ、ゴム管の劣化

水漏れ、ガス漏れ、器具の異常

作動不良、破損

作動不良

作動不良

ジョイント部の割れ、シーリング
の劣化

便器・水栓タンク、床タイルのひ
び割れ・剥がれの水漏れ

瓦・アスファルトシ
ングル・化粧スト
レート板などの屋根
仕上材及び下地に防
水層がある場合

（アスファルト防水、
シート防水）

主な点検項目 点検時期などの目安 補修・取替えの目安

資料：鉄筋コンクリート住宅の維持管理マニュアル  沖縄振興開発金融公庫  より引用
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◆建築用語比較表
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沖縄県土木建築部住宅課


